
 

建築士事務所業務建築士事務所業務建築士事務所業務建築士事務所業務にににに対対対対するするするする苦情苦情苦情苦情のののの申出申出申出申出にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての注意事項注意事項注意事項注意事項 

 

建築士事務所業務建築士事務所業務建築士事務所業務建築士事務所業務にににに対対対対するするするする苦情苦情苦情苦情のののの申出申出申出申出にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、必必必必ずずずず次次次次のののの記載内容記載内容記載内容記載内容をををを理解理解理解理解しししし

たうえでおたうえでおたうえでおたうえでお申出申出申出申出くださいくださいくださいください。。。。 

 

１）本協会では、建築士事務所の業務に関する建築主その他の関係者からの苦情解決のお手伝いを

しています。 

２）この苦情解決業務は、建築士法第２７条の５の規定の範囲内で行います。 

３）本協会の立場は「紛争解決について裁定を下す」ことではなく「相談に応じ、当事者間の解決

が円滑に行われるよう中立的立場で側面から助言する」ことにあります。 

４）この苦情解決業務は、当事者双方に対して「強制力」「裁定」「行政上の処分」権限を有する

ものではありません。「苦情解決」実現のためには双方の「歩み寄り」が前提となります。 

５）申出にあたっては、「３．個人情報等の取り扱いについて」の内容に対する同意が必要です。 

 

１１１１．．．．苦情解決業務苦情解決業務苦情解決業務苦情解決業務についてについてについてについて 

苦情解決業務苦情解決業務苦情解決業務苦情解決業務はははは建築主等建築主等建築主等建築主等とととと建築士事務所建築士事務所建築士事務所建築士事務所のののの話話話話しししし合合合合いをいをいをいを促進促進促進促進するものですするものですするものですするものです。。。。本本本本協会協会協会協会がががが建築主等建築主等建築主等建築主等のののの代代代代

理人理人理人理人としてとしてとしてとして建築士事務所建築士事務所建築士事務所建築士事務所とととと交渉交渉交渉交渉したりしたりしたりしたり、、、、建築士事務所建築士事務所建築士事務所建築士事務所にににに対対対対してしてしてして一定一定一定一定のののの行為行為行為行為をををを命令命令命令命令したりするしたりするしたりするしたりすることことことこと

はできませんはできませんはできませんはできません。。。。現実的現実的現実的現実的なななな解決解決解決解決がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう当事者当事者当事者当事者のののの歩歩歩歩みみみみ寄寄寄寄りがりがりがりが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

１）相談 

   ①建築主等からの建築士事務所に対する苦情内容の事情を把握し、それらの事項についての対応

方法等について必要なことを助言いたします。また、対象となる建築士事務所の開設者に対し

てその苦情内容を通知してその迅速な処理を求めます。 

  ②苦情解決について必要があると認められる場合は、対象となる建築士事務所の開設者に対し、

文書もしくは口頭による説明を求め、または資料の提出を求めることがあります。 

  ③建築物の調査・鑑定業務は、本協会としては行うことができませんが、建築物の調査・鑑定業

務を行うにふさわしい建築士事務所の選定についてはご相談に応じます。 

＊＊＊＊建築物建築物建築物建築物のののの調査調査調査調査・・・・鑑定業務鑑定業務鑑定業務鑑定業務はははは業務依頼主業務依頼主業務依頼主業務依頼主とととと建築士事務所建築士事務所建築士事務所建築士事務所がががが建建建建築物築物築物築物のののの調査内容等調査内容等調査内容等調査内容等のののの業務依頼事項及業務依頼事項及業務依頼事項及業務依頼事項及びびびび

業務報酬業務報酬業務報酬業務報酬をををを確定確定確定確定しししし、、、、業務委託契約業務委託契約業務委託契約業務委託契約をををを締結締結締結締結したうえでしたうえでしたうえでしたうえで建築士事務所建築士事務所建築士事務所建築士事務所がががが業務業務業務業務をををを行行行行うことになりますうことになりますうことになりますうことになります。。。。 

２）あっ旋 

    ①建築主等と建築士事務所との話し合いが進まない場合に、双方があっ旋を希望することにより、

当事者間の自主的な解決を促進するため当事者間に入って解決のために側面から支援します。 

②申出の内容が建築士事務所業務の技術的事項で解決の可能性があるものに限られます。 

③申出人申出人申出人申出人があっがあっがあっがあっ旋旋旋旋をををを希望希望希望希望してもしてもしてもしても、、、、対象対象対象対象となるとなるとなるとなる建築士事務所建築士事務所建築士事務所建築士事務所があっがあっがあっがあっ旋旋旋旋をををを希望希望希望希望しないしないしないしない場合場合場合場合はははは、、、、あっあっあっあっ旋旋旋旋

はははは行行行行えませんえませんえませんえません。。。。 

 

２２２２．．．．本本本本協会協会協会協会でででで取取取取りりりり扱扱扱扱わないわないわないわない苦情及苦情及苦情及苦情及びびびび苦情解決業務苦情解決業務苦情解決業務苦情解決業務のののの終了終了終了終了についてについてについてについて 

    次に掲げる事項に該当する場合または該当することが判明した場合は本協会では受付を行わないか

あるいは苦情解決業務を終了いたしますので予めご了承ください。 

1）申出人が苦情の申出を取り下げたとき 

2）申出人が建築主等以外の者であるとき 

  3）申出内容が建築士事務所が行った業務に関するものでないとき 

4）申出内容が他の相談機関もしくは行政機関で対応することが適切であるとき 

  5）申出内容が申出人の法令違反に関連するものであるとき 



 

6）申出内容に虚偽があるとき 

7）申出内容が係争中のものであるとき 

8）申出内容が他の機関において調停・あっ旋等に付されたとき 

9）申出人又は苦情対象事務所から相談員に対して恫喝的、脅迫的又は侮辱的な言動があったとき 

10）申出人の希望が、建築士事務所及び従業者の行政処分その他本会の権限が及ばないものである

とき 

  11）申出人が解決業務遂行上必要となる面談及び資料提供等に協力をしないとき 

12）苦情の対象建築士事務所から解決業務に必要な協力を得られなかったとき 

13）申出人があっ旋を望む場合であって、申し込み前に双方の間で申出に係る苦情について一切の

話合いが行われていないとき 

14）あっ旋について、申出人または苦情対象事務所の同意が得られないとき 

15）申出人または苦情対象事務所があっ旋申し込みを取り下げたとき 

16）相談またはあっ旋により解決したとき 

17）申出人と苦情対象事務所との間の意見の乖離が埋まらず、解決の見込みがないとき 

18）申出人から個人情報又は個人データ提供の同意が得られないときまたは停止の求めがあったと

き 

19）苦情解決業務の終了が相当であるとき 
 

３３３３．．．．個人情報等個人情報等個人情報等個人情報等のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて 

    １）苦情解決業務に関連して取得した建築主等の個人情報及び個人データは、建築主等との連絡の

ために利用するほか、苦情解決業務を実施するのに必要な範囲で苦情対象となった建築士事務

所及び関係官庁等に氏名、住所、苦情内容等の個人情報または個人データ及び申出内容に関す

る情報を口頭、書面または電子メール等による電磁的方法により提供することがあります。 

２）申出にあたっては、前記１）の内容について予め同意していただく必要があります。 

    ３）建築主等から個人情報等の提供の停止の申し出があった場合は、苦情解決業務を終了させてい

ただきます。 
 

４４４４．．．．申出窓口申出窓口申出窓口申出窓口 

 １）（社）愛知県建築士事務所協会 

 ２）住所、電話、ファクス、Ｅメールを表示する。 

３）業務の都合上、申出をお受けできない場合がありますので、予めご了承ください。 
 

５５５５．．．．申出申出申出申出のののの方法方法方法方法 

 １）所定の苦情相談申込書により文書（Ｅメール含む）でご送付ください。 

 ２）コレクトコールによる電話、運賃着払いを利用した郵送物等は受けません。 

  ３）申出の方法、内容によっては改めて申出方法を指定させていただくことがありますので、予め

ご了承ください。 

 



 

 

相談を希望される場合は相談日の２日前までに、申込書に必要事項を

記入してご返送ください。 

受付け後、こちらから相談の時間をお知らせいたします。 

 

 

＊ご持参いただきたい資料 

    ◎◎◎◎本人本人本人本人をををを確認確認確認確認できるできるできるできる資料資料資料資料（（（（運転免許証運転免許証運転免許証運転免許証・・・・健康保険証等健康保険証等健康保険証等健康保険証等））））←←←←必必必必ずごずごずごずご持参下持参下持参下持参下さいさいさいさい。。。。 

・建築確認申請書 ・建築確認済書 ・契約書 ・設計図 ・写真 ・その他関係資料 

  （当日、資料をコピーさせていただく場合がございますのでご了承下さい） 
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        苦情相談申込書苦情相談申込書苦情相談申込書苦情相談申込書のののの送付先及送付先及送付先及送付先及びびびび問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 

            (社社社社) 愛知県建築士事務所協会愛知県建築士事務所協会愛知県建築士事務所協会愛知県建築士事務所協会    指導委員会指導委員会指導委員会指導委員会 

〒〒〒〒４６０４６０４６０４６０－－－－０００８０００８０００８０００８    名古屋市中区栄四丁目名古屋市中区栄四丁目名古屋市中区栄四丁目名古屋市中区栄四丁目３３３３番番番番２６２６２６２６号号号号    昭和昭和昭和昭和ビルビルビルビル２２２２ＦＦＦＦ 
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＊名古屋市営地下鉄栄駅１２番出口より徒歩約３分 


